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議案第９号 

白岡市介護保険条例の一部を改正する条例  

 白岡市介護保険条例（平成１２年白岡町条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第４条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を

「令和８年度」に改め、同項第１号中「２９，５００円」を「２９，９０

０円」に改め、同項第２号中「４１，３００円」を「４５，１００円」に

改め、同項第３号中「４４，２００円」を「４５，４００円」に改め、同

項第４号中「５３，１００円」を「５９，３００円」に改め、同項第５号

中「５９，０００円」を「６５，８００円」に改め、同項第６号中「７０

，８００円」を「７９，０００円」に改め、同項第７号中「７９，６００

円」を「８８，９００円」に改め、同項第８号中「８２，６００円」を「

９２，２００円」に改め、同項第９号中「９４，４００円」を「１０５，

４００円」に改め、同項第１０号中「９７，３００円」を「１０８，７０

０円」に改め、同項第１１号中「１０３，２００円」を「１１５，３００

円」に改め、同項第１２号中「１０６，２００円」を「１１８，６００円

」に改め、同項第１３号中「１０９，１００円」を「１２１，９００円」

に改め、同項第１４号中「１１２，１００円」を「１２５，１００円」に

改め、同項第１５号中「１１５，０００円」を「１３８，３００円」に改

め、同項第１６号中「１２０，９００円」を「１４４，９００円」に改め

、同項第１７号中「１２６，８００円」を「１５１，５００円」に改め、

同条第２項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令

和８年度」に、「１７，７００円」を「１８，７００円」に改め、同条第

３項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令和８年

度」に、「１７，７００円」を「１８，７００円」に、「２６，５００円

」を「３１，９００円」に改め、同条第４項中「令和３年度」を「令和６

年度」に、「令和５年度」を「令和８年度」に、「１７，７００円」を「

１８，７００円」に、「４１，３００円」を「４５，１００円」に改める

。 

第６条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１
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号ロ、第１２号ロ又は第１３号ロ」に、「第９号まで」を「第１３号まで

」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ 改正後の第４条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５

年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。  

 

  令和６年２月２２日提出 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 

 

提 案 理 由 

 第９期介護保険事業計画における総給付費の見込額に基づき、次期介護

保険料を見直すため、本条例改正の必要を認め、この案を提出するもので

ある。 


